
     【機密性２】  

【平成29年の地方からの提案等に関する対応方針（平成29年12月26日閣議決定）】 

６ 義務付け・枠付けの見直し等 

【国土交通省】（８）道路運送法（昭 26 法 183） 

 

（ⅰ）地域公共交通会議（施行規則９条の２。運賃等の合意（９条４項）等に係る協議を行う 

協議会（地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平 19法 59）６条。施行規 

則９条の３第１項２号から５号に掲げる者を構成員に含むものに限る。）を含む。以下 

この事項において同じ。）の協議事項については、道路運送法上合意する必要があ 

る事項と同法上必ずしも合意する必要はないが合意することが望ましい事項につい 

て整理し、地方公共団体及び地方運輸局に平成 30年中に通知する。 

 

（ⅱ）地域公共交通会議等（地域公共交通会議又は運営協議会（施行規則 51条の２）を 

いう。以下同じ。）における合意については、必ずしも全会一致を意味するものでは 

なく、地域公共交通会議等の設置要綱等に定められた議決方法により決すること 

で、道路運送法上協議が調い、関係者間で合意したこととなることを明確化するた 

め、全国の地域公共交通会議等の設置要綱等における議決方法の定めの実態も含 

め、地方公共団体及び地方運輸局に平成 30年中に通知する。 

 

（ⅲ）地域公共交通会議等の協議事項については、一度地域公共交通会議等において 

合意した事項を内容の変更なく反復継続して行う場合には、更なる協議は不要であ 

ることを明確化するため、地方公共団体及び地方運輸局に平成 30年中に通知す 

る。 

また、地域公共交通会議等において協議が調った事項に係る軽微な変更に伴う協 

議については、地域公共交通会議等に幹事会を設置して当該協議を行うことについ 

て委任すること、書面による協議を行うこと、協議が不要な報告事項にすること等によ 

り手続の簡素化が可能であることを明確化するため、地方公共団体及び地方運輸局 

に平成 30年中に通知する。あわせて、軽微な変更の例についても周知する。 

 


